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命 令 書 

  

           

 再審査申立人  Ｘ組合 

           

 

           

 再審査被申立人  Ｙ法人 

                

 

上記当事者間の中労委平成３１年（不再）第８号事件（初審大阪府

労委平成２８年（不）第５９号事件）について、当委員会は、令和６

年５月８日第３１１回第二部会において、部会長公益委員岩村正彦、

公益委員守島基博、同深道祐子、同原恵美、同安西明子出席し、合議

の上、次のとおり命令する。 

 

主   文 

 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理   由 

 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 再審査申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）は、再審査被申立

人Ｙ法人（以下「法人」といい、「Ｙ法人」ということもある。）
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との間で、指定事業体（後記第３の２⑴ア(ｱ)参照）からの職員の採

用に関して平成２８年３月２３日付け確認書（以下「２８．３．２

３確認書」という。）を締結し、①同年８月２４日付けで、指定事

業体である申立外Ｃ１社の職員である組合の組合員３名の法人への

転籍に関し団体交渉を申し入れ、②同年１０月３日付けで、指定事

業体である申立外Ｃ２社の職員である組合の組合員１名の法人への

転籍に関し団体交渉を申し入れた（以下、上記①及び②の団体交渉

申入れを「本件団交申入れ」といい、上記①及び②の組合員の双方

又はいずれか一方を「本件組合員」という。）。 

 本件は、法人が、本件団交申入れに応じなかったことが、労働組

合法（以下「労組法」という。）第７条第２号の不当労働行為に該

当するとして、同年１１月１６日、組合が、大阪府労働委員会（以

下「大阪府労委」という。）に救済申立て（以下「本件救済申立て」

という。）を行った事件である。 

２ 初審における請求する救済内容の要旨 

⑴ 本件救済申立てに際し、組合は、次の内容の救済を求めた。 

ア 平成２８年８月２４日付け団体交渉申入れに係る誠実団体交

渉応諾 

イ 平成２８年１０月３日付け団体交渉申入れに係る誠実団体交

渉応諾 

ウ 謝罪文の掲示 

⑵ 平成３０年１０月２５日、組合は、Ｃ２社の本件組合員が退職

し組合を脱退したため（後記第３の６⑵）、上記⑴のイを取り下

げた。 

３ 初審命令の要旨及び再審査申立ての要旨 

 大阪府労委は、平成３１年２月１２日付けで、本件救済申立てを

棄却することを決定し、同月１４日、命令書（以下「初審命令」と
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いう。）を交付した。組合は、これを不服として、同月２７日、初

審命令の取消し及び上記２の救済を求めて再審査を申し立てた。 

４ 再審査における争点 

⑴ 法人は、本件組合員の労組法上の使用者に当たるか。（争点１） 

⑵ 法人が使用者に当たる場合、本件団交申入れを拒否したことは、

正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。（争点２） 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 争点１について 

⑴ 組合の主張 

ア 本件は、派遣先への直接雇用に関する団交応諾義務の事案で

あるから、「近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実

的かつ具体的に存する」か否かが問題となり、直接的な雇用義

務ではなく、団交応諾義務が問題となっているから、雇用関係

成立についての団交応諾を相当とする事情があるのであれば、

雇用関係成立の「現実的かつ具体的な可能性」が存在するとい

うべきである。例えば直接雇用について、労働組合もしくは労

働者が派遣先企業と交渉を持ち直接雇用を約束しているような

場合には、派遣先企業は、直接雇用に関して団交応諾義務を負

う使用者とすべきである。 

２８．３．２３確認書には「平成２８年から３０年度まで、

毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する」ことが確認

されている。 

同確認書について、法人は下記⑵アのとおり主張するが、無

条件の移籍もしくは直接採用を求めていた組合が、地域職員制

度（後記第３の２⑶オ参照）を受け入れることはあり得ない。

同確認書自体にも、同確認書締結に向けての協議においても、
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採用の条件については言及されていない。したがって、当事者

間において、無条件での移籍・転籍を念頭に置いていたことは

明らかであり、同確認書の「採用」は、地域職員制度を前提と

するものではない。また、このことを否定する法人の立証、反

証はない。 

また、「努力する」というのは、定められた期限のうちに実行

するということを意味するものであり、経営上の事情により実

行できない可能性があるとしても、労使間で協議をして、確認

書のとおり実行するよう努力することを法人に義務付けたもの

である。実行しなくても約束違反にならないかのような単なる

努力義務を定めたものではない。２８．３．２３確認書は、法

人が、Ｃ１社などの指定事業体の職員との間で、直接の雇用関

係締結の努力をすることを、組合に対して約束したものである

ことは明らかであり、近い将来において雇用関係の成立する可

能性が現実的かつ具体的に存在する。ちなみに、団交応諾義務

が問題となっている本件において、初審命令が、２８．３．２

３確認書について、特に本件組合員を指名して無条件転籍させ

ることを確認したとまでは認められず、法人には努力すること

が確認されているに過ぎないから、「近い将来において雇用関係

の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する」とはいい難い

と判断したことは、「可能性」という基準を超えて、雇用関係そ

のものを要求するものであり不当である。 

イ(ｱ) 別件地位確認訴訟判決（後記第３の５⑵サ参照）を踏まえ

ると、本件団交申入れ時点において、労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労

働者派遣法」という。）第４０条の６第１項により、法人から

本件組合員に対し労働契約の申込みをしていたものとみなさ
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れ、本件組合員が承諾さえすれば労働契約が成立するのであ

るから、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実

的かつ具体的に存在する。 

 (ｲ) また、組合が法人に組合員の直接雇用を要求したことは、

労働者派遣法第４０条の６第１項のみなし申込みに対する承

諾と評価することができ、法人と本件組合員との間で労働契

約が成立しており、法人が使用者に当たる。 

すなわち、組合は、従前から法人に組合員の直接雇用を求

めており、２８．３．２３確認書においてこれを約束させ、

本件団交申入れにおいても同確認書の履行として直接雇用を

求めた。組合を通じて法人に表示された本件組合員の要求は

直接雇用を求めるものであり、本件組合員としては、労働条

件については雇用後に交渉する趣旨であった。雇用契約の成

立には、労務提供及び賃金支払の意思表示が合致していれば

足りるところ、少なくとも、本件組合員から法人に対する労

務提供、及びその対価としての法人から本件組合員への賃金

の支払という点において、意思の合致が認められる。 

(ｳ) さらに、仮に組合による直接雇用の要求がみなし申込みに

対する承諾に当たらないとしても、本件組合員は、法人に対

し、平成２９年１０月３１日に労働者派遣法第４０条の６第

１項のみなし申込みに対する承諾の意思表示を行っている。

したがって、同日時点で法人と本件組合員との間で労働契約

が成立しており、法人が使用者に当たる。 

すなわち、法人とＣ１社の契約が、平成２８年４月１日に

労働者派遣契約に変更されたとしても、派遣労働者の同意を

欠くために、適法かつ有効な労働者派遣とならない以上、偽

装請負の労働者派遣法違反は終了しておらず、みなし申込み
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は同日以降も継続していた。 

ウ(ｱ) 法人は、指定事業体の一つとしてＣ１社を設立し、職員を

同社の役員として在籍出向させ、同社の業務や労働者の労働

条件について支配してきた。法人と同社の請負契約が偽装請

負であったことは別件地位確認訴訟判決で認定されている。 

(ｲ) さらに、法人は、Ｃ１社を自己の経営目的のために設立し、

あたかも法人の一部門のように扱い、同社の人事を完全に支

配し、自ら労務作業について指示命令を行って、同社の職員

の基本的労働条件を現実的かつ具体的に支配、決定していた

からこそ、組合と締結した２８．３．２３確認書において、

同社の職員について雇用を約束することができたのである。

２８．３．２３確認書の締結は、法人がＣ１社の職員の雇用

そのものについて、現実的かつ具体的に支配していたことの

あらわれである。 

(ｳ) また、法人は、２８．３．２３確認書と同時に同日付け和

解書（以下「２８．３．２３和解書」という。）を組合と締結

している。同和解書は、組合が愛知県労働委員会（以下「愛

知県労委」という。）への救済申立てを取り下げることにより

争議状態を解決し、直面する諸課題を今後労使が誠実に協議

していくことを内容とするものであった。法人は、同和解書

の当事者として、「Ｃ１社の労働問題」について１億円の解決

金を支払っており、これは、法人が使用者として行動したこ

とを意味する。さらに、法人は、Ｃ１社の長時間労働の是正

等に関する組合の要求について、法人のＢ１労務部長が介入

することにより主導的に解決を図ったのであって、Ｃ１社の

職員の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程

度に現実的かつ具体的に支配、決定をしていたのである。 
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⑵ 法人の主張 

ア ２８．３．２３確認書は、法人による「指定事業体からの職

員採用」に関し、地域職員制度による採用を前提に、３年間に

ついて「努力する」とするものにすぎず、法人の採用の自由を

何ら制約するものではない。また、広く「指定事業体からの職

員採用」に関するものであって、本件組合員だけに言及して採

用の可能性を左右するような取り決めはなされていない。よっ

て、確認書は、本件組合員各人、あるいは、特定の一部の者と

の関係で、法人が「当該労働者との間に、近い将来において雇

用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者」であ

るというべき根拠にはならない。 

イ(ｱ) 労働者派遣法第４０条の６第１項に基づくみなし申込みを

承諾する本件組合員の意思表示が認められないことは、既に

別件地位確認訴訟判決において裁判所の判断が確定している。 

 (ｲ) 組合は、上記承諾がなされていなかったとしても、いった

ん労働者派遣法第４０条の６第１項に該当し、承諾し得る状

況の中でなされた本件団交申入れについては、使用者性を肯

定できると主張するようであるが、本件団交申入れが、同項

の規定する法律関係の主張とは全く無関係に「直接雇用」に

関する交渉を求めるものであったことは明らかである。そし

て、仮に同項に該当する状況があったとしても、本件団交申

入れが当該状況とは関係なく「将来における団体交渉」によ

り直接雇用を目指すものである以上、その時点で法人が採用

の自由（採用しない自由）を行使できるのであり、近い将来

において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存

在するとはいえないことも明らかである。 

ウ(ｱ) 本件団交申入れは、２８．３．２３確認書に基づいて直接



- 8 - 

 

雇用を要求するものであって、既存のＣ１社・本件組合員間

の労働契約関係における労働者の基本的な労働条件等につい

て、雇用主ではないものの、法人が使用者として応じるべき

である、というものではない。したがって、本件では、近い

将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的

に存する場合か否かという形でしか使用者性が問題になる余

地はなく、既存の労働契約関係（Ｃ１社・本件組合員間）に

おける労働条件等について法人が具体的な支配・決定をして

いたか否かといった事情は、本件の争点と関連性を有し得な

い。 

(ｲ) 法人が、Ｃ１社を意のままに操ったり、Ｃ１社の労働問題

に積極的に介入したという事実は存在しない。法人が「Ｃ１

社の労働問題」に関して２８．３．２３和解書を締結したの

は、同問題が法人における直接雇用（新規採用）の問題を含

む一切の事項が含まれるものであったためであり、法人がこ

のような自身の問題について解決するために金員を支払った

としても、Ｃ１社を支配したことにはなり得ない。加えて、

法人が解決金を支払ったのは、組合が、法人の取引先等に対

して街宣活動を行うこと等を示唆し、法人に対し、直接に圧

力を加え続けたからであって、Ｃ１社に対する法人の支配と

は関係がない。まして、組合がＣ１社との間でも確認書を締

結していたことからすれば、組合が具体的な労務問題につい

てＣ１社を独立した交渉主体として取り扱って団体交渉を実

施していたことは明らかである。 

組合は、Ｂ１労務部長が、組合とＣ１社の労使交渉に積極

的に介入していたと主張するが、同部長は、組合からの圧力

の下でやむを得ず、組合の伝言を預かり、それをＣ１社に伝
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達していたにすぎず、組合とＣ１社の労使交渉に積極的に介

入したなどと評価されるべきものではない。 

２ 争点２について 

⑴ 組合の主張 

ア 上記１⑴で述べたとおり、法人は労組法上の使用者に該当す

るから、本件団交申入れを拒否する正当な理由はない。 

イ 法人は、使用者には採用の自由があるため、本件組合員を無

条件で採用するよう求める団体交渉に応じる義務はないと主張

するが、組合としては、組合が確認書に基づいて求めていた無

条件の転籍について、そのタイミングや、転籍後の労働条件に

ついて団体交渉を申し入れたのである。これらは義務的団体交

渉事項であり、団体交渉を拒否する正当な理由は認められない。 

ウ ２８．３．２３和解書は、「Ｃ１社の労働問題について、金壱

億円の「解決金」をもって和解する」という内容であるが、そ

の趣旨は、愛知県労委への救済申立ての取下げにより争議状態

を解決し、直面する諸課題を今後労使が誠実に協議して解決し

ていくことを内容とするものである。解決金が支払われたこと

によって、組合との間で懸案となっていたＣ１社に係る全ての

事項（組合員の直接雇用など）が、後に履行や交渉を残さない

という意味で全て解決したものではない。 

⑵ 法人の主張 

ア 上記１⑵で述べたとおり、法人は労組法上の使用者に該当し

ないから、争点２については論じるまでもない。 

イ 仮に本件で使用者性が認められるとしても、①Ｃ１社の問題

については、２８．３．２３確認書及び解決金１億円による２

８．３．２３和解書により既に合意に達していること、②本件

団交申入れにおいて、組合が求める組合員の「本体への移行」
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は、法人が誰をどのような条件で採用するかに関するもので、

義務的団体交渉事項に関するものでないことから、団体交渉拒

否には正当な理由がある。 

 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 法人 

法人は、肩書地に本部を置き、横浜、名古屋、大阪などに支部

を置き、物的流通に関する流通物の検数、検量、検査その他の事

業を営む一般社団法人であり、その職員数は平成３１年４月１日

現在１３９５名である。 

なお、職員の大半は、申立外Ｃ３組合に加入している。 

⑵ 組合 

ア 組合は、港湾産業や港湾関連事業の労働者を中心に組織され

た労働組合であるＡ１組合の支部の一つであり、肩書地に事務

所を置き、その組合員数は再審査審問終結時約９００名である。 

イ 法人の指定事業体であるＣ１社の職員３名が組合に加入し、

組合のＡ２分会が平成２７年９月２５日に結成された。なお、

Ｃ１社には、組合のＡ２分会の他に、Ａ１組合東海地方名古屋

支部（以下「Ａ１組合名古屋支部」という。）のＡ３分会があり、

同分会の組合員数は平成２８年１月現在２１名である。 

また、法人の指定事業体であるＣ２社の職員１名が組合に加

入し、組合のＡ４分会が平成２８年２月９日に結成された。 

⑶ Ｃ４組合連合会及びＣ５法人 

ア 組合の上部団体であるＡ１組合は、Ｃ４組合連合会に加盟し

ている。Ｃ４組合連合会は、港湾運送事業に従事する労働者を

組織する港湾関係の労働組合を構成員とする連合団体である。 
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他方、法人は、Ｃ５法人に加入している。Ｃ５法人は、全国

の港湾運送事業者及び関連事業者を会員とする事業者団体であ

る。 

イ Ｃ５法人とＣ４組合連合会及びＣ６組合同盟による協定にお

いて、これら三者の団体交渉は、「労働組合法に基づくところの

交渉権の行使であることを確認する。名称は、中央港湾団体交

渉とする。」とされ、中央港湾団体交渉のもとに、業種別による

問題又は専門的具体的事項について、必要に応じて専門部会等

を置くこととされている。 

検数検量事業（検査事業）の問題については、検査部会が設

置されている。労使双方が参加する検査部会（「労使検査部会」）

に対応して、労使各側がそれぞれ検査部会（「労側検査部会」及

び「業側検査部会」）を設け、労使検査部会への対応等を協議し

ている。組合は労側検査部会の一員であり、法人は業側検査部

会の一員である。 

また、中央港湾団体交渉に係る懸案諸事項を協議するため、

労使政策委員会が設置され、さらに業種別又は専門的具体的事

項に関する協議等のため、労使政策委員会の下に小委員会が設

置されている。 

２ 指定事業体について 

⑴ 法人とＣ１社、Ｃ２社の関係 

ア 平成１３年１月２３日、Ｃ７法人、法人、Ｃ８法人及びＣ９

法人（以下、これらの法人を「４協会」という。）並びにＣ１０

組合連合、Ｃ１１組合協議会、Ｃ１２組合連合、Ａ１組合名古

屋支部、Ａ１組合関西地本築港支部及びＡ１組合関東地本東京

支部は、確認書（下記(ｱ)）及び覚書（下記(ｲ)）を締結した。 

(ｱ) 確認書 
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① 検数・鑑定検量業務は、４協会職員及び４協会に指定され

た事業体（以下「指定事業体」という。）に所属する労働者を

もって遂行するよう努力するものとする。 

② 指定される事業体の労働者とは、４協会を退職した検数・

検量及び鑑定技能者で、引き続き就労意思と能力を有する者

等とする。 

③ この協定の取扱いについて、疑義が生じた場合は労使協議

し、解決するものとする。 

(ｲ) 覚書 

検数・検量及び鑑定業務に従事する労働者は、４協会発行の

「検数・検量または鑑定労働者証」を携帯するものとする。 

イ(ｱ) Ｃ１社は、名古屋市に本社を置き、平成１８年３月１５日

に設立された。Ｃ２社は、大阪市に本社を置き、同月３１日

に設立された。 

両社は、法人の指定事業体であり、設立当初から、それぞ

れ法人との間で、法人の検数業務に関連して業務委託契約を

締結していた。 

(ｲ) 平成２６年３月３１日に法人名古屋支部とＣ１社が締結し

た業務委託契約は、次のとおり定められていた。なお、甲は

法人名古屋支部、乙はＣ１社、丙はＣ１社の職員である。 

「（業務内容） 

第１条 甲が乙に委託する業務内容は別に定める「覚書」

のとおりとする。 

但し、検数・検量の証明行為を除く補助業務とする。 

（中略） 

（管理業務） 

第４条（略） 
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２（略） 

３ 丙は乙の指定する作業着及び安全装備について正しく

着用し、清潔に留意しなければならない。 

（器具、器材、消耗品、作業着等） 

第５条 委託業務遂行に必要な器具、器材、消耗品につい

ては、原則として乙の負担とする。 

但し、作業着は甲の指定する物を乙に貸与する。」 

なお、この業務委託契約の期間は、平成２６年４月１日か

ら平成２７年３月３１日までとされていたが、法人またはＣ

１社から申立がない場合は、さらに１年延長するものとされ

ていた。 

(ｳ) 法人とＣ１社が締結した「出向社員に関する協定書」によ

れば、法人からＣ１社に出向する社員（以下「出向社員」と

いう。）の取扱いについては、次のとおり定められていた。 

① 出向社員は、Ｃ１社の就業規則により勤務する。 

② 法人は、法人の規定により、月例給与及び賞与を出向

社員に支給する。ただし、月例給与及び賞与の両社の負

担額は、別に定める覚書による。 

③ 昇給、昇格及び賞与の査定については、Ｃ１社の申請に

基づき法人が法人の基準に照らして決定する。 

④ 表彰及び懲戒はＣ１社が行う。ただし、法人の決定によ

り法人もまたこれを行う。諭旨退職以上の措置については

法人が決定する。 

(ｴ) Ｃ１社のＣ１３代表取締役は出向社員であり、その月例給

与及び社会保険料は、上記(ｳ)②の協定書の規定による覚書に

基づいて、Ｃ１社が全額負担していた。 

ウ 法人名古屋支部が作成した平成２７年１２月２４日分の「西
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部現業一課手配表」には、本船荷役作業に従事する者として、

Ａ２分会の本件組合員の氏名が含まれていた。 

なお、本船荷役作業は、法人の職員と同じ作業着を着用し、

Ｃ１社の職員だけで行い、Ｃ１社の職員だけで仕事が回らない

場合は、法人の職員とともに作業することがあり、また、日常

の業務内容についての指導や注意は、Ｃ１社からではなく、定

期的に安全パトロールとして巡回してきた法人の職員から受け

ていた。本件組合員の中には平成２５年１月にＣ１社に雇用さ

れてから平成２７年７月まで、翌日の出勤時刻、残業の有無等

について法人担当者から携帯電話に通知されていた者がいた。 

 さらに、法人名古屋支部の職員、Ｃ１社の職員（Ａ１組合名

古屋支部に所属する組合員を含む。）は、平成２８年１月４日か

ら平成２９年２月６日まで「Ｙ法人 霞 手配」と登録された

法人の担当者からの電子メールにより、翌日の出勤時刻、残業

の有無等について通知されていた。 

  また、Ａ２分会の本件組合員は、法人名古屋支部が発行する

身分証明書、検数・検量事業従事者証または法人名が記載され

た入館証を携帯していた。 

エ 法人大阪支部が作成した平成２７年１１月５日分の「作業配

置日報」には、Ｃ２社の本件組合員の氏名が記載されていた。 

⑵ 指定事業体職員の直接雇用をめぐるＣ４組合連合会の動向 

ア Ｃ４組合連合会は、平成２５年９月の第６回定期大会以降、

指定事業体が平成１３年１月２３日付け確認書（上記⑴ア(ｱ)）

に反して若年労働者を新規採用し４協会に派遣するのは、指定

事業体の「濫用」であるとして、これを問題視し、指定事業体

の職員の労働条件を改善して、労働者派遣法や職業安定法に違

反する労働実態を解消し、労使協定の趣旨に即して正常化を図
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るべく、指定事業体の職員を法人等の本体において直接雇用す

ることを求めるようになった。 

同定期大会議案・資料には「検査職種対策」として、「一般派

遣事業者から検数・検定事業への派遣を防止するため、指定事

業体を介し、独自の仕組みを行政・当該労使間で確認している

が、昨年の派遣法改正による専ら派遣をめぐっての結論は見い

だせないでいる。雇用の秩序を維持しながら４検協会の経営の

あり方まで踏み込んで具体的対応をはかる取り組みを進める。」

と記載されていた。 

イ 平成２６年９月に行われたＣ４組合連合会の第７回定期大会

議案・資料には「検査事業の『指定事業体』の問題」として、

「指定事業体は、本来『派遣法の改悪に際して、港労法が適用

されていない港湾運送事業（検数・検定・鑑定事業）に一般派

遣を導入させない措置』として『指定事業体を作り、港湾運送・

港湾労働秩序を維持する目的』で設置されたものである。それ

が、時間とともに検査事業のコストセーブの役割を担う事業に

変化している。一方で、重なる派遣法の改正によって、『専ら派

遣の禁止』との関係での指定事業体の存立のありようが問われ

ている。したがって、当初の指定事業体設立の趣旨に立ち、検

査職種労働者と指定事業体で働く仲間の雇用安定を前提に、当

該組合、並びに検査部会で具体的な対策を検討していくことと

する。」と記載されていた。 

ウ 平成２７年９月に行われたＣ４組合連合会の第８回定期大会

議案・資料には「検査事業の『指定事業体』対策」として、「指

定事業体を本来の在り方に戻し、事業体に働く仲間を経過措置

もとりながら本体に移籍させる取り組みが必要である。その原

点から、検査部会において指定事業体の在り方を具体的に検証
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し、本来の姿に戻す取り組みを進める。」と記載されていた。 

⑶ 法人による指定事業体職員の直接雇用 

ア 法人とＣ３組合、Ａ１組合関東地方東京支部及びＡ１組合名

古屋支部との間で締結された労働協約には、団体交渉に関する

規定のほか、両者による経営協議会を設けることが定められて

いた。 

イ 平成２６年１２月４日、法人は、Ｃ３組合及びＡ１組合名古

屋支部との経営協議会において、「地域限定職員制度」を平成２

７年１０月１日を目途に実施したいとの意向を示した。 

地域限定職員制度とは、勤務を特定エリア内（所属事業所）

に限定した職員を採用するもので、当面は、関連会社（指定事

業体）の職員を採用の対象とするものとされていた。 

ウ 平成２７年３月１１日、Ａ１組合及びＡ１組合名古屋支部は、

法人に対し、「指定事業体に関する協定順守について」として、

①法人本体への採用と採用条件、②法人本体への採用計画と実

績、③法人本体への採用時の労働条件と賃金体系、④指定事業

体への若年者の採用について「当組合との中央における交渉に

応じられ、早期に解決されるよう申し入れ」た。 

エ 平成２７年５月２２日、法人は、Ｃ３組合及びＡ１組合名古

屋支部との経営協議会において、地域限定職員制度を同年１０

月から導入することを提案した。 

また、同年６月９日、法人は、Ａ１組合に対し、上記ウの申

入れについて、「指定事業体に関する協定の趣旨を理解し、平成

２７年１０月から『地域限定職員制度』を導入することとした。

５月２２日に貴労組分会に対する説明も終了したところである

が、既存従業員の労働条件に影響する課題もあることから、今

後も慎重かつ適切な対応で進めてまいりたい。」と回答した。 
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オ(ｱ) 法人は、地域職員限定制度を「地域職員制度」に改め、平

成２７年８月５日、Ｃ３組合及びＡ１組合名古屋支部との経

営協議会において、その内容について説明した。Ｃ３組合は、

地域職員制度の導入に同意した。 

(ｲ) 法人が説明した地域職員制度の内容の要旨は、次のとおり

である。 

① 地域職員制度の導入背景について 

事業の安定成長に向けた人員確保が中期的な課題であり、

柔軟多様な働き方が可能となる採用制度として、「地域職員

制度」を導入する。 

② 地域職員の定義（概要）について 

  特定エリア内（所属事業所）に限定した勤務とし、住所

の移動を伴う転勤がない職員とする。 

③ 開始時期について 

平成２７年１０月１日採用分から本制度を導入する。ま

た、来年度以降も１０月１日を地域職員の採用日とする。 

④ 採用支部について 

初年度は名古屋支部、中四国支部、北海道支部の３地区

とする。 

⑤ 採用対象者数について 

制度導入初年度であり、経費的な問題や制度運用の問題

点などの検証を行う必要もあることから平成２７年度の雇

用満了者（１２名）分を目安にし、名古屋支部については

７名とする。また、来年度以降も、継続的に採用を行って

いくが、採用枠については年度毎の事業利益や退職者数と

の関係もあり、慎重に検討する必要がある。したがって、

現時点では、何年で何名を採用するということは明確にで
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きない。 

⑥ 人選について 

初年度においては、会社（指定事業体）からの推薦者及

び移籍希望者とする。推薦者については、役職者の推薦を

もとに協議し、移籍希望者については職員説明会開催を経

て希望者を募る。その後、執務態度・能力・業績等を精査

し自薦・他薦の全対象者の中から会社として推薦者 7名を

絞り出す。 

来年度以降は原則公募とし、地域職員を自ら希望し、優

秀な人材と会社が認めた者を対象とする。 

⑦ 採用条件について 

高卒以上の学歴を有するものとし、法人の正職員採用時

と同様の選考試験を行う。勤続２年以上、年齢２５歳から

４５歳が望ましい。 

⑧ 賃金及び処遇について 

本給については当該年度の年齢別最低本給を適用し、昇

給についても金額、時期は法人職員と同様である。また、

その他の手当については法人職員と同様であるが、退職金

だけは、地域職員としての別テーブルを設ける。 

⑨ 入会時の研修について 

法人の業務についてこれまでの経験から一定の理解がさ

れていることもあり、新卒採用者とは内容を変えて実施す

る。 

⑩ 採用後の役職登用及び昇格昇進について 

地域職員の役職については、課長補佐までを上限とする。

ただし、課長以上の昇格昇進については、地域職員の解除

をもって可能にすることを検討課題とする。 
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(ｳ) なお、当時の地域職員の応募要領には、①応募資格は、高

卒以上の学歴を有する者、②選考方法は、筆記試験、ＹＧ試

験、作文、面談、③提出書類は、履歴書、直近の健康診断書、

卒業証明書と記載されていた。 

カ 平成２７年８月下旬、Ｃ１社は、職員に対し、法人の採用基

準に合致した職員を対象に推薦していきたいとして、①同年９

月２日から同月４日までの間に地域職員制度に関する説明会を

行うこと、②希望者は同月８日まで同社に連絡すること等を告

知した。 

キ 平成２７年９月２４日、労側検査部会が開催され、法人から

提案があった地域職員制度について、本体と同一の労働条件を

原則とすることに反しているなどの指摘があり、地域職員制度

の実施を中止するよう申し入れることになった。同月２５日、

Ｃ４組合連合会は、法人に対し、地域職員制度の実施を留保す

るよう申し入れた。 

ク 法人は、平成２７年１０月１日に予定していた地域職員制度

の実施（上記オ）を見合わせた。なお、法人は、平成２８年２

月１日に１０名の地域職員を採用した。 

ケ 平成２７年１０月２７日、労側検査部会が開催された。法人

からＢ１労務部長、Ｂ２労務部次長が出席し、指定事業体から

の採用について説明した。 

法人が提示した資料によれば、指定事業体からの採用につい

て、法人は、平成２年から平成２７年までの間に関連会社（指

定事業体）から計１１５名を「全国採用扱い」で採用したが、

同年以降は地域職員制度により採用するというものであった。

また、同資料によれば、同年１０月頃の指定事業体の人員は９

４４名であった。 
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コ Ｃ４組合連合会は、 地域職員制度について、採用試験が行わ

れること、正規職員よりも賃金が低いこと等を問題視していた。 

サ 平成２８年２月９日、Ｃ４組合連合会は、Ｃ５法人に対し、

平成２７年度の運動方針（上記⑵ウ）に基づいて指定事業体の

あり方を検証した結果、「検数・検定事業者に対して本来あるべ

き姿である定年退職者の受け皿としての指定事業体に戻す取り

組みが必要であるとの結論に至りました」として、次の①ない

し③について、申入れ（以下「２８．２．９Ｃ４組合連合会申

入れ」という。）を行った。その後、Ｃ４組合連合会は、この申

入れに対する協議が進展していないとして、同年４月２１日、

Ｃ５法人に対し協議を申し入れた（その後の経過は下記４⑴参

照）。 

① 検数・検定・鑑定の職場で働く指定事業体職員を検数・検

定事業者本体に採用すること 

② ①の採用者の労働条件は同一を原則として、賃金を含む諸

労働条件を整えていくこと 

③ 本体への移行については、３年を目途に対応すること  

３ ２８．３．２３確認書締結に至る経緯 

⑴ Ａ２分会の結成 

ア 平成２７年９月２５日付けで、組合は、Ｃ１社に対し、Ｃ１

社の職員３名が組合に加入したことを通知し、次の要求事項に

ついて、団体交渉の開催を求めた。 

「①～⑤（略） 

⑥ 会社は、就業規則を当労働組合に提出し、現在の当労働

組合員の賃金、労働条件を説明すること。 

⑦ 組合員を法人の従業員として移籍（転籍）させること。」 

イ Ｃ１社では、役員が平成２７年１０月１日に組合のＡ５委員
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長と面会することとした。 

組合は、法人名古屋支部に対し、同支部の支部長もこの面会

に同席するよう求めたが、断られた。 

 そこで、組合は、組合の上部団体であるＡ１組合関西地方本

部が加盟しているＣ１４組合協議会のＣ１５事務局長に相談し、

同月１６日、同事務局長の同席の下、法人のＢ３常務、Ｂ１労

務部長及びＢ４大阪支部長がＡ５委員長と面会した。 

⑵ 組合と法人、Ｃ１社のやりとり 

ア 組合は、Ｃ１社から組合員の賃金について説明を受けたが、

未払割増賃金があるとして、平成２７年１０月１７日、同社に

対し、未払割増賃金や組合員に対する残業差別について、団体

交渉を申し入れた。また、同日、組合のＡ６副委員長が法人名

古屋支部を訪れ、法人もこの団体交渉に出席するよう求めた。 

 その後、Ａ６副委員長が、Ｃ１社のＣ１６代表取締役に電話

を掛けたところ、同代表取締役は、団体交渉申入れの窓口を組

合かＡ１組合名古屋支部のどちらかに一本化するよう求め、こ

れに応じないときは団体交渉を拒否すると回答した。そこで、

Ａ６副委員長は、法人に対し、Ｃ１社の上記の回答を撤回させ

るよう求めた。 

 後日、Ａ６副委員長が、Ｃ１６代表取締役に電話を掛けたと

ころ、同代表取締役は、上記の回答を撤回し、法人名古屋支部

のＢ５総務次長（以下「Ｂ５次長」という。）も団体交渉に出席

すると回答した。 

同月２３日、団体交渉が行われた。法人名古屋支部のＢ５次

長が出席し、組合員に対する差別的な対応は行っていない旨を

回答して速やかに退席した。 

次回の団体交渉は、同年１１月６日に組合とＣ１社により行
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われたが、未払割増賃金について、Ｃ１社がその存在を否認し

たため、同日、組合は、名古屋南労働基準監督署に申告をした。 

イ 平成２７年１１月６日、組合は、Ｃ１社への分会結成通知（上

記⑴ア）の中で要求した組合員の法人への移籍について、同社

から「法人とは会社組織が異なりますので、お応えすることは

できません」と拒否されたことから、同社を支配する法人に対

し団体交渉を申し入れるとして、法人及び同名古屋支部に団体

交渉を申し入れた。 

同月１０日、Ａ６副委員長が、法人名古屋支部に電話を掛け

たところ、同支部のＢ５次長は、上記の団体交渉申入れを断っ

た。  

ウ 平成２７年１１月２４日、Ｂ３常務及びＢ１労務部長が、Ａ

５委員長及びＣ１５事務局長と面会した。同常務らは、地域職

員制度の早期実施に向けて、同制度について説明をしたが、組

合側は、組合員の法人への無条件転籍を要求し、これが受け入

れられなければ街宣活動を行う旨を述べた。その後、Ｂ１労務

部長は、同年１２月２８日及び平成２８年２月９日にもＡ５委

員長及びＣ１５事務局長と面会した。 

エ(ｱ) 平成２７年１２月２２日、Ｃ１社は、名古屋南労働基準監

督署から、割増賃金の算定や労使協定を超えた時間外労働に

ついて是正勧告を受け、割増賃金の不足額を遡及して平成２

８年２月２９日までに支払うことになった。 

(ｲ) 組合及びＡ１組合名古屋支部は、平成２８年１月６日付け

「時間外労働に関する申入れ」によって、法人名古屋支部に

対し、Ｃ１社が上記(ｱ)の是正勧告を受けた件について改善を

図るための団体交渉を申し入れるとともに、法人が組合とＣ

１社の労使紛争の解決に向けて指導的役割を果たすよう申し



- 23 - 

 

入れた。 

また、組合及びＡ１組合名古屋支部は、同月１５日付け「時

間外労働に関する申入れ」において、法人に対し、「１月８日、

貴協会名古屋支部Ｂ５次長から『Ｃ１社の是正勧告であり、

Ｃ１社がその是正に対応するべきことであるから、Ｙ法人と

しては団体交渉に応じられない』旨をＸ組合Ａ６に電話で回

答し、事実上の団体交渉拒否をしました」として、Ｃ１社が

上記(ｱ)の是正勧告を受けた件について改善を図るための団体

交渉を改めて申し入れるとともに、法人が組合とＣ１社の労

使紛争の解決に向けて指導的役割を果たすよう申し入れた。 

法人は、労使関係にないとして、これを拒否した。 

オ 平成２８年２月９日付けで、組合は、Ｃ２社に対し、Ｃ２社

の職員１名が組合に加入したことを通知した。 

カ 平成２８年２月１８日、Ｂ１労務部長が組合の事務所を訪れ

た。Ｂ１労務部長は、Ａ６副委員長に対し、街宣活動の中止を

求めた。 

キ 平成２８年３月２日、組合、Ａ１組合名古屋支部ほか２名は、

Ｃ１社及び法人を被申立人として、法人が、その指定事業体で

あるＣ１社の労働者の労働条件について雇用主と同視できる程

度に現実的かつ具体的に支配しており、Ａ１組合Ａ３分会のＡ

７分会長に対する配置転換及び出勤停止処分、Ａ３分会のＡ８

書記長に対する残業差別、同年１月６日及び１５日の団体交渉

申入れ（上記エ(ｲ)）を拒否したことなどは不当労働行為である

として、愛知県労委に救済申立てをした。 

ク 平成２８年３月３日、Ｂ３常務及びＢ１労務部長が、Ａ５委

員長及びＣ１５事務局長と面会した。組合員の法人への転籍に

ついて、組合側は、無条件転籍を主張したが、法人側は、地域
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職員制度による採用を主張した。Ａ５委員長は、組合に対する

解決金として１億円を提案した。 

ケ 平成２８年３月１１日、Ｂ１労務部長及びＣ１社のＣ１７管

理部長が、組合の事務所を訪れ、Ｃ１社の未払賃金及び同年４

月１日以降の賃金体系について説明した。 

⑶ ２８．３．２３確認書等の締結 

ア 平成２８年３月２３日、Ｂ３常務及びＢ１労務部長が、Ａ５

委員長及びＣ１５事務局長と面会した。同日付けで、組合と法

人は、２８．３．２３確認書を締結した。 

２８．３．２３確認書の内容は、次のとおりである。 

「指定事業体からの職員の採用に関して、平成２８年度から平

成３０年度まで、毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力

する。」 

イ また、組合と法人は、同日付けで２８．３．２３和解書も締

結し、同日、法人は、組合に対し１億円を解決金として支払っ

た。 

２８．３．２３和解書の内容は、次のとおりである。 

「Ｙ法人と、Ｘ組合は、Ｃ１株式会社の労働問題について、金

壱億円の「解決金」をもって和解する。」 

ウ さらに、組合は、Ｃ１社とも同日付けで確認書（以下「２８．

３．２３Ｃ１確認書」という。）を締結した。 

２８．３．２３Ｃ１確認書は、組合とＣ１社が、名古屋南労

働基準監督署からの是正勧告（上記⑵エ(ｱ)）に関し、①労働基

準法第３７条第５項に該当しない手当は、割増賃金の基礎とな

る賃金に参入し、不足額については遡及して支払うこと、②不

足額の支払方法及び遡及期間などについて、労使協議の上誠意

をもって対応することを確認するものであった。 
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４ 本件団体交渉拒否及び本件救済申立てに至る経緯 

⑴ 平成２８年４月２７日、Ｃ５法人は、Ｃ４組合連合会に対し、

２８．２．９Ｃ４組合連合会申入れ（上記２⑶サ)）について、個

別案件の要素が強く検査部会での対応はなじまない旨回答した。 

 その後も、Ｃ４組合連合会は、Ｃ５法人や４協会に対し、上記

の申入れについて検査部会で協議するよう申し入れたが、同年８

月５日、Ｃ５法人は、個別企業の問題であり検査部会での対応は

なじまないとする４協会の見解を回答した。 

⑵ 平成２８年８月１０日、組合のＡ６副委員長、Ａ１組合名古屋

支部のＡ９書記長、Ａ３分会のＡ７分会長、法人名古屋支部のＢ

６支部長、Ｂ７総務・業務課次長、Ｂ８総務課長、Ｃ１社のＣ１

３代表取締役、Ｃ１７労務部長が、法人名古屋支部で面談した。 

Ａ６副委員長が、組合員全員を無条件で１０月１日に移籍又は

転籍させることを要求したのに対し、Ｂ８総務課長は、法人の採

用基準に沿って新規採用と同じ選考試験を行うと説明し、組合の

要求に応じなかった。同副委員長が２８．３．２３確認書がある

と言って、法人に再考を求めたところ、法人は、８月１９日まで

に回答することになった。 

⑶ 法人名古屋支部は、組合に対し、平成２８年８月２３日付け「地

域職員採用の件について」（以下「２８．８．２３名古屋文書」と

いう。）をファクシミリ送信した。 

２８．８．２３名古屋文書には、次の記載があった。 

「 標記について去る８月１０日に貴労組との懇談会で説明した

通りであります。 

採用人数については、今期の業績が悪化しているため、現在

採用時期を含め慎重に検討しており、下記により一人でも多く

採用できるよう努力したいと考えておりますので、ご理解の程、
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宜しくお願いします。 

記 

１．募集 公募とする。 

２．応募資格 Ｙ法人の採用基準に基づき、高卒以上の学歴を

有する者 

３．選考 筆記試験、YG診断、作文、面接」 

⑷ 組合は、法人に対し、平成２８年８月２４日付け団体交渉申入

書（以下「２８．８．２４団体交渉申入書」という。）にて、２８．

３．２３確認書に基づきＣ１社で働く本件組合員を法人の正規労

働者として移籍（転籍）させることについて団体交渉を申し入れ

た。 

 これに対し、法人は、同年９月１４日付け回答書（以下「２８．

９.１４回答書」という。）にて、Ｃ１社の職員と法人とは労使関

係になく、法人は団体交渉を受ける立場にない旨回答した。 

⑸ 組合は、法人に対し、平成２８年９月２８日付け抗議及び団体

交渉再申入書（以下「２８．９．２８書面」という。）にて、組合

からの団体交渉申入れを拒否したことに抗議し、本件組合員をＣ

１社から法人に移籍（転籍）させること等を再度申し入れた。 

⑹ 組合は、法人大阪支部に対し、平成２８年１０月３日付け要求

書（以下「２８．１０．３要求書」という。）にて、２８．３．２

３確認書に基づき、Ｃ２社から法人への本件組合員の無条件転籍

について交渉を要求した。 

また、組合は、Ｃ２社に対しても、同日付け要求書にて、これ

と同様の要求を行った。 

⑺ 法人は、組合に対し、平成２８年１０月２４日付け回答書にて、

２８．９.１４回答書（上記⑷）のとおり法人は団体交渉を受ける

立場になく、２８．９.２８書面（上記⑸）を踏まえても法人の見
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解に変更はない旨回答した。 

 また、法人大阪支部も、組合に対し、平成２８年１０月２４日

付け回答書にて、Ｃ２社の職員である本件組合員と法人とは労使

関係になく、法人は団体交渉を受ける立場にない旨回答した。 

 さらに、Ｃ２社も、組合に対し、平成２８年１０月２４日付け

で、これと同様の回答書を提出した。 

⑻ 平成２８年１１月１６日、組合は、大阪府労委に対し、法人が

本件団交申入れに応じなかったことについて、本件救済申立てを

行った。 

５ Ｃ１社、Ｃ２社における諸問題 

⑴ Ｃ１社の未払割増賃金について 

ア 平成２８年３月２８日、Ｃ１社のＣ１７管理部長は、Ａ６副

委員長に電話をかけ、組合との２８．３．２３Ｃ１確認書（上

記３⑶ウ）について、１５か月分の未払割増賃金の遡及払いを

提案した。 

イ 平成２８年３月２９日、組合及びＡ１組合名古屋支部ほか２

名は、愛知県労委への救済申立て（上記３⑵キ）を取り下げた。 

ウ 平成２８年３月３１日、Ａ５委員長は、Ｂ１労務部長と面談

し、未払割増賃金の遡及払いの期間を１５か月とした提案（上

記ア）には応じられないと伝えた。同年４月１日、Ｃ１社のＣ

１７管理部長は、Ａ６副委員長に電話をかけ、未払割増賃金の

計算について説明したが、同日、Ａ６副委員長は、Ｂ１労務部

長に電話をかけ、この説明には誤りがあると主張した。 

同月２日及び１６日、組合とＣ１社は、団体交渉を行った。

同月１６日の団体交渉において、Ｃ１社は、組合に対し、未払

割増賃金についての計算書や新賃金体系の案を示した。 

同月１８日、Ａ６副委員長は、Ｂ１労務部長に電話をかけ、
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Ｃ１社の対応について不満を述べた。翌１９日、Ｂ１労務部長

は、Ａ６副委員長に電話をかけ、Ｃ１社の未払割増賃金の遡及

払いに関する提案を伝えた。 

エ 組合とＣ１社は、平成２８年４月２３日、同月３０日、５月

１４日、同月２１日、６月４日に団体交渉を行った。 

Ｃ１社は、組合員に対し、平成２６年４月から平成２８年３

月までの２４か月分の未払割増賃金を支払い、組合に対しては、

平成２５年１２月から平成２６年３月までの組合員に対する４

か月分の未払割増賃金相当額を含む１２００万円を解決金とし

て支払うこととされた。 

オ 平成２８年６月９日、Ｃ１社は、組合に対し、上記エの解決

金を支払った。 

⑵ 法人とＣ１社、Ｃ２社の労働者派遣契約について 

ア 平成２７年１０月１日、労働者派遣法第４０条の６が施行さ

れ、これにより派遣先事業者がいわゆる偽装請負等の違法派遣

を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、

その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を

内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされることとな

った。 

イ 平成２８年１月１４日、法人大阪支部とＣ２社は、Ｃ２社が

雇用する労働者を法人大阪支部に派遣し、同支部は派遣労働者

を指揮命令して業務に従事させることを目的とする労働者派遣

基本契約を締結した。なお、これより前に法人とＣ２社との間

で締結された労働者派遣契約はない。 

ウ 平成２８年１月２９日、法人名古屋支部とＣ１社は、Ｃ１社

が雇用する労働者を法人名古屋支部に派遣し、同支部は派遣労

働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする労働者
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派遣基本契約を締結した。なお、これより前に法人とＣ１社と

の間で締結された労働者派遣契約はない。 

エ 平成２８年３月３０日、法人名古屋支部のＢ５次長は、Ｃ１

社などの関連会社に対して、派遣契約の締結に伴い派遣元責任

者の役割として労働条件や就業条件の明示等が必要となる旨を

説明したメールを送信した。 

オ 平成２８年３月３１日、法人名古屋支部とＣ１社は、Ｃ１社

の職員の就業場所（法人名古屋支部現業一課、同西部現業一課、

同西部現業二課、同四日市事務所）ごとに、業務内容を貨物の

検品及び仕分作業その他関連業務、始期を同年４月１日とした

労働者派遣個別契約を締結した。 

カ Ｃ１社は、組合の平成２９年４月１５日付けの抗議及び申入

れに対し、同月２４日付け回答書にて、次のとおり回答した。 

「１．請負契約から派遣契約に切り替えた理由を明らかにする

こと。 

（回答）平成２７年９月に派遣法が改正されたことがきっか

けでした。 

２．派遣契約に切り替えを打診、要請あるいは要求したのは

誰か、明らかにすること。 

（回答）Ｙ法人と当社で協議し、派遣契約に切り替えました。 

３．派遣契約に切り替えを打診、要請あるいは要求したのは

いつごろか、時系列を明らかにすること。 

（回答）平成２７年９月の派遣法改正以前です。 

４．請負契約は、いつからしていたのか明らかにすること。 

（回答）平成１８年４月の設立当初からです。 

５．なぜ、当労働組合との事前協議をしなかったのか、明ら

かにすること。 
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（回答）就業場所も賃金も変わらないことから、雇用と就労

に影響をもたらす事案であると認識していませんでした。 

６．Ｙ法人の指定事業体に貴社は含まれるのか、明らかにす

ること。 

（回答）含まれます。 

７．Ｃ１３氏は、誰の辞令を受けて貴社に着任したのか、明

らかにすること。 

（回答）Ｙ法人からの辞令を受け、平成２８年５月に着任し

ました。」 

キ Ｃ２社は、組合の平成２９年５月１９日付けの抗議及び申入

れに対し、同年６月９日付けの回答書にて、次のとおり回答し

た。 

「１．請負契約から派遣契約に切り替えた理由を明らかにする

こと。 

（回答）労働者派遣の期間制限の見直しがあり、弊社従業員

は無期雇用のため期間制限の例外となったからです。 

２．派遣契約に切り替えを打診、要請あるいは要求したのは

誰か、明らかにすること。 

（回答）Ｙ法人と当社で協議し、派遣契約に切り替えました。 

３．派遣契約に切り替えを打診、要請あるいは要求したのは

いつごろか、時系列を明らかにすること。 

（回答）平成２７年１２月末から平成２８年初ごろです。 

４．請負契約は、いつからしていたのか明らかにすること。 

（回答）平成１８年４月の設立当初からです。 

５．なぜ、当労働組合との事前協議をしなかったのか、明ら

かにすること。 

（回答）採用時は、Ｙ法人との契約は、派遣契約でなかった
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ため説明していません。 

６．Ｙ法人の指定事業体に貴社は含まれるのか、明らかにす

ること。 

（回答）含まれます。 

７．Ｃ１８氏は、誰の辞令を受けて貴社に着任したのか、明

らかにすること。 

（回答）Ｙ法人からの辞令を受け、平成２６年４月に着任し

ました。」 

ク 組合が、平成２９年７月７日付けで、Ｃ１社に対し、組合と

の協議が調わない限り、組合員との労働者派遣個別契約を保留

するよう申し入れたが、同社は、同年９月１２日付けで、「愛知

労働局より当社に対し就業条件明示書を交付することと、それ

に伴い同意を得るように求められているので、ご理解願います。」

と回答した。 

ケ Ｃ１社の職員１６名（うち３名はＡ２分会の本件組合員であ

り、１３名はＡ３分会の組合員である。）はそれぞれ、平成２９

年１０月３１日付けで、法人に対し、「労働契約の申込みに対す

る通知」と題する書面により、法人は労働者派遣法第４０条の

６第１項に該当するため、労働契約の申込みをしたものとみな

されることを指摘した上、当該申込みに対して承諾の意思表示

を行った。上記各書面は、同年１１月１日、法人に到達した。 

コ 平成２９年１１月２０日付けで、Ｃ１社は、組合に対し、「愛

知労働局からの是正指導について」（以下「２９．１１．２０Ｃ

１回答書」という。）を提出した。 

  ２９．１１．２０Ｃ１回答書には、愛知労働局からＣ１社に

対してなされた是正指導の内容として、次の記載があった。 

「１．従業員に対し労働者派遣の対象としたときに、あらかじ
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め、従業員にその旨を明示し、同意を得ていない。 

２．労働者派遣をしようとする際、あらかじめ、従業員に対

し、就業条件明示書を適正に明示していない。 

３．就業条件明示書に労働者派遣に関する料金の額を適正に

明示していない。」 

サ 平成２９年１１月２８日、上記ケのＣ１社の職員１６名は、

法人に対し、労働者派遣法第４０条の６第１項第５号に基づき

労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴え

を名古屋地方裁判所に提起したが、令和２年７月２０日、同地

方裁判所は、法人が労働者派遣法第４０条の６第１項第５号に

該当する行為を平成２８年３月３１日まで行っており、同項本

文に基づく労働契約の申込み（以下「本件労働契約のみなし申

込み」という。）の効力は平成２９年３月３１日まで存続してい

たが、これに対する原告らの承諾の意思表示は認められないと

して、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。同年７月２

９日、上記１６名は、同判決について、名古屋高等裁判所に控

訴したが、令和３年１０月１２日、同高等裁判所は、控訴を棄

却する判決を言い渡した。 

令和３年１０月２２日、上記１６名は、同判決について、上

告及び上告受理申立てをしたが、同年１２月２８日、上告を取

り下げた。令和４年５月２７日、最高裁判所は、上告受理申立

てを受理しないとする決定をした（以下、同決定により確定し

た名古屋高等裁判所の上記判決を「別件地位確認訴訟判決」と

いう。）。 

６ 本件救済申立て後の事情について 

⑴ 本件救済申立て（上記４⑻）後、平成２９年６月１２日、Ｃ４

組合連合会は、Ｃ５法人に対し、平成２８年２月９日の申入れ（上
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記２⑶サ）と同じ内容の申入れを行った。 

平成２９年１１月２日に開催された検数・検定小委員会におい

て、４協会は、上記の申入れについて、各社の個別対応であると

の見解を示し、法人は、「組合の指定事業体職員の本体採用につい

ては真摯に受け止めて採用している。今後についても継続的に採

用していく」と説明した。労側は、「指定事業体の労働者が本体へ

移行するに際し、会社の状況によって勤続年数を加味しないで採

用することは、労働者に対する不利益である、採用に関しては、

不利益にならないような体制をしていくことが重要である」と主

張し、同年１２月２６日、「本体に移籍した際、指定事業体労働者

の賃金をはじめとする諸労働条件及び退職金等は、本体の労働者

を基準とし、指定事業体労働者として就労した勤続年数等を加味

した諸労働条件とする。」といった内容を含む協定案を提案した。 

⑵ 平成３０年９月３０日、Ａ４分会の組合員が、Ｃ２社を退職し、

組合を脱退した。 

⑶ 令和２年３月２５日付けで、組合は、法人に対し、法人名古屋

支部の職員２名が組合に加入し、分会を結成したことを通知し、

Ｃ１社所属の組合員を法人へ移籍（転籍）させることを要求した

が、法人は、同年４月１７日付け回答書において、「係争中である

ためコメントを差し控えたい」と回答した。 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 法人の使用者性（争点１）について 

⑴ 労組法第 7 条は、労働者が使用者との交渉において対等の立場

に立つことを促進するために、労働者が自主的に労働組合を組織

し、使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための

団体交渉をすること、及びその他の団体行動を助成しようとする
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労組法の理念に反する使用者の一定の行為を禁止するものである

から、同条にいう「使用者」は、同法が上記のように助成しよう

とする団体交渉を中心とした集団的労使関係の一方当事者として

の使用者を意味し、労働契約上の雇用主がこれに該当するものの、

必ずしも同雇用主に限定されるものではない。雇用主以外の者で

あっても、例えば、当該労働者の基本的な労働条件等に対して、

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支

配力を有している者や、当該労働者との間に近い将来において雇

用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者もまた雇

用主と同視できる者であり、これらの者は、その同視できる限り

において労組法第７条の「使用者」と解すべきである。  

 本件において、法人と本件組合員との間に雇用関係は存在しな

いから、法人が、本件の団体交渉事項に関して労組法第７条の使

用者に当たるといえるかどうかは、上記の説示のうち、雇用主以

外の場合に関して述べたところによるべきである。 

⑵ そこで、本件の団体交渉事項についてみると、本件団交申入れ

において組合が法人に申し入れた団体交渉の議題は、２８．３．

２３確認書に基づき本件組合員を法人に転籍させることを要求す

るものである（前記第３の４⑷及び⑹）。同確認書について、組合

は、法人が、Ｃ１社などの指定事業体の職員との間で、直接の雇

用関係締結の努力をすることを、組合に対して約束するものであ

るから、法人と本件組合員の間に近い将来において雇用関係の成

立する可能性が現実的かつ具体的に存していたと主張するので（前

記第２の１⑴ア）、この点について以下判断する。 

ア ２８．３．２３確認書の内容についてみると、「指定事業体か

らの職員の採用に関して、平成２８年度から平成３０年度まで、

毎年度約１２０名の採用を実施するよう努力する。」とのみ記載
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されている（前記第３の３⑶ア）。このような内容をみる限り、

同確認書では、法人が指定事業体から毎年度約１２０名の職員

採用について努力することが確認されているにすぎない。 

イ 指定事業体職員の直接雇用をめぐる組合及び法人それぞれの

事情についてみても、次のとおり、２８．３．２３確認書につ

いては、その文言以上の効果を有するものと解する余地はない。 

(ｱ) 組合の上部団体であるＡ１組合が加盟するＣ４組合連合会

は、従前から法人を含む４協会の指定事業体職員の労働条件

改善を図るために指定事業体職員の直接雇用を求めていた（前

記第３の２⑵アないしウ）。そして、法人が指定事業体職員を

対象に採用試験を行って地域職員として採用する地域職員制

度（同２⑶オ）を導入しようとしたところ、同制度について、

Ｃ４組合連合会は、採用試験が行われることや地域職員の賃

金が正規職員よりも低いこと等を問題視して中止するよう法

人に申し入れたほか、直接雇用に際し採用者の労働条件は正

規職員と同一とするようＣ５法人に申し入れた（同２⑶キ、

コ及びサ）。また、組合は、Ａ２分会結成後、法人の地域職員

制度を受け入れず、組合員の無条件転籍を法人に要求してい

た（同３⑵ウ及びク）。 

このような経緯からみれば、組合は、Ｃ４組合連合会の方

針に沿って、一貫して法人の地域職員制度を受け入れず、法

人に対し、法人の正規職員と同一の労働条件による組合員の

直接雇用を要求していたということができる。組合の要求は、

法人に対し、組合員との間で、法人の正規労働者と同一の労

働条件で組合員を雇用することを内容とする労働契約を、採

用試験を行わずに無条件で締結することを要求するものであ

る。組合は、法人に対しこのような要求を行って、２８．３．
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２３確認書の締結に至ったものである。 

(ｲ) 他方、法人は、平成２７年８月５日に、地域職員制度の導入

についてＣ３組合と合意し、平成２８年２月１日には同制度

を実施して地域職員を採用しており（同２⑶ク）、組合に対し

ても、地域職員制度を説明し、同制度に基づく組合員の採用

を提案していた（同３⑵ウ及びク）。 

このような経緯からみれば、法人は、組合に対し、一貫し

て地域職員制度に基づいて、正規職員とは異なる労働条件で

組合員を雇用することを内容とする労働契約の締結を主張し

ていたものということができ、このような主張を行って、２

８．３．２３確認書の締結に至ったものである。 

(ｳ) このように、法人による組合員の直接雇用をめぐり、その採

用条件や採用後の労働条件については、組合及び法人の主張

が対立しており、２８．３．２３確認書の締結に至るまでの

間において、組合と法人の間において合意に達していたこと

を認めるに足る証拠はない。したがって、同確認書の締結に

際し、本件組合員の無条件転籍が前提となっていたとはいえ

ず、採用条件や採用後の労働条件について合意に達していた

とはいえない。そうすると、同確認書の「採用を実施するよ

う努力する」との記載については、法人に本件組合員の採用

を義務付けたものとみる余地はなく、その文言どおり、法人

が指定事業体から毎年度約１２０名の職員採用について努力

することを確認するにすぎないものというほかない。 

ウ 以上のとおり、２８．３．２３確認書によって、法人は、平

成２８年度から平成３０年度までに法人が指定事業体から毎年

度約１２０名の採用を実施するよう努力する義務を負うものの、

同確認書の文言どおり、あくまでも努力義務にとどまるもので
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あり、毎年度約１２０名の現実の雇用を実現する義務はない。

ましてや、採用条件や採用後の労働条件について未だ合意のな

い本件組合員を現実に雇用する義務はない。したがって、同確

認書によって、法人と本件組合員の間に近い将来において雇用

関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存するとはいえな

い。 

⑶ また、組合は、別件地位確認訴訟判決を踏まえると、本件団交

申入れ時点において、労働者派遣法第４０条の６第１項により、

法人から本件組合員に対し労働契約の申込みをしていたものとみ

なされることを前提に、本件組合員が承諾さえすれば労働契約が

成立するなどとして、法人と本件組合員の間に近い将来において

雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存していたと主

張する（前記第２の１⑴イ(ｱ)）。 

ア しかしながら、上記⑵イ(ｱ)のとおり組合は一貫して法人の正

規職員と同一の労働条件による組合員の直接雇用を要求してい

たことからすれば、組合が本件団交申入れにおいて要求してい

た２８．３．２３確認書に基づく本件組合員の転籍は、法人が

本件組合員との間で法人の正規労働者と同一の労働条件で雇用

することを内容とする労働契約を締結させることを意味するも

のであるから、組合が、本件団交申入れにおいて、労働者派遣

法第４０条の６に基づいた派遣元と同一労働条件を内容とする

労働契約の申込みに対する承諾により、近い将来における雇用

関係成立の可能性があることを前提とした採用を要求していな

かったことは明らかである。したがって、労働者派遣法第４０

条の６第１項による本件労働契約のみなし申込みを前提とする

組合の上記主張は、その他の主張（前記第２の１⑴イ(ｲ)及び(ｳ)）

と併せて、法人が本件団交申入れに応ずべき立場にあることを
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根拠づけるものということはできず、採用できない。 

イ なお、念のため、組合のその他の主張（前記第２の１⑴イ(ｲ)

及び(ｳ)）についてみても、以下のとおりいずれも採用できない。 

(ｱ) 組合は、従前から法人に組合員の直接雇用を求めており、

２８．３．２３確認書においてこれを約束させ、本件団交申

入れにおいて同確認書の履行として法人に本件組合員の直接

雇用を要求したことは、本件労働契約のみなし申込みに対す

る承諾と評価することができ、法人と本件組合員との間で労

働契約が成立しているから、法人と本件組合員の間に近い将

来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に

存していたと主張する（前記第２の１⑴イ(ｲ)）。 

本件団交申入れについてみると、２８．８．２４団体交渉

申入書は、２８．３．２３確認書に基づき、Ｃ１社で働く本

件組合員を法人の正規労働者として移籍（転籍）させること

について団体交渉を申し入れるもので（前記第３の４⑷）、２

８．１０．３要求書は、２８．３．２３確認書に基づき、Ｃ

２社から法人への本件組合員の無条件転籍について交渉を要

求するものである（同４⑹）。このような各団体交渉申入書の

記載をみる限り、本件労働契約のみなし申込みに対する本件

組合員の承諾の意思を表示したものと認めることはできない。 

また、上記⑵イ(ｱ)のとおり、組合は、Ｃ４組合連合会の方

針に沿って、一貫して法人の正規職員と同一の労働条件によ

る組合員の直接雇用を要求していたことからすると、組合が、

このような従来からの方針を変更して、本件団交申入れにお

いて、指定事業体と同一の労働条件を内容とする労働契約の

申込みを承諾することを前提として、本件組合員の移籍（転

籍）について団体交渉を申し入れたものと解することもでき



- 39 - 

 

ないし、一旦、本件組合員が本件労働契約のみなし申込みに

対して承諾の意思表示をした上で、組合が直接雇用の条件に

ついて団体交渉を申し入れたものとみることもできない。 

したがって、組合が本件団交申入れにおいて法人に組合員

の直接雇用を要求したことは、本件労働契約のみなし申込み

に対する承諾とは評価することができず、組合の上記主張を

採用することはできない。 

(ｲ) 組合は、仮に組合による直接雇用の要求が本件労働契約の

みなし申込みに対する承諾に当たらないとしても、本件組合

員は、法人に対し、平成２９年１０月３１日に承諾の意思表

示を行っており、同日時点で法人と本件組合員との間で労働

契約が成立しているから、法人と本件組合員の間に近い将来

において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存

していたと主張する（前記第２の１⑴イ(ｳ)）。 

しかし、別件地位確認訴訟判決のとおり、本件労働契約の

みなし申込みの効力が存続していたのは平成２９年３月３１

日までであるから（前記第３の５⑵サ）、同年１０月３１日に

本件組合員が承諾の意思表示を行ったとしても（同５⑵ケ）、

法人と本件組合員との間で労働契約が成立することはない。

したがって、組合の上記主張を採用することはできない。 

ウ 以上のとおりであるから、法人と本件組合員の間に近い将来

において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存し

ていたとはいえない。 

⑷ なお、組合は、法人が、Ｃ１社職員の基本的労働条件等を現実

的かつ具体的に支配、決定していたとも主張するが、以下のとお

りいずれも採用できない。 

ア 組合は、法人が、Ｃ１社を自己の経営目的のために設立し、
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あたかも法人の一部門のように扱い、同社の職員の基本的労働

条件を現実的かつ具体的に支配、決定していたからこそ、２８．

３．２３確認書において、Ｃ１社の職員について雇用を約束す

ることができた旨主張する（前記第２の１⑴ウ(ｲ)）。 

２８．３．２３確認書は、上記⑵イ(ｳ)のとおり法人が指定事

業体から毎年度約１２０名の職員採用について努力することを

確認するにすぎず、Ｃ１社の職員の雇用を約束するものとはい

えないから、法人が、２８．３．２３確認書を締結したからと

いって、Ｃ１社の職員の雇用そのものについて、現実的かつ具

体的に支配していたとはいえない。したがって、組合の上記主

張を採用することはできない。 

イ 組合は、法人が、使用者として、「Ｃ１社の労働問題」につい

て１億円の解決金を支払っており、さらに、Ｃ１社の長時間労

働の是正等に関する組合の要求について主導的に解決を図った

として、同社の職員の基本的な労働条件等について、雇用主と

同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定をしていた旨

主張する（前記第２の１⑴ウ(ｳ)）。 

(ｱ) 法人は、２８．３．２３和解書を組合と締結し、１億円の

解決金を組合に支払っている。しかし、同和解書の内容をみ

ると、法人と組合は「Ｃ１社の労働問題について、金壱億円

の『解決金』をもって和解する。」と記載されているのみで（前

記第３の３⑶イ）、法人がＣ１社職員の労組法上の使用者であ

ることを確認したものではない。 

また、同和解書が締結された当時の状況をみると、組合は、

法人に対し、①組合員の法人への無条件転籍を要求していた

ほか（同３⑵ウ及びク）、②Ｃ１社の未払割増賃金の遡及払い

等について団体交渉を申し入れていたところ、法人に拒否さ
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れたため（同３⑵エ(ｲ)）、愛知県労委に対し、法人はＣ１社職

員の労組法上の使用者であると主張して、この団体交渉拒否

だけではなく、Ａ１組合名古屋支部組合員に対する配置転換

及び出勤停止処分、組合員に対する残業差別についても救済

申立てをしていた（同３⑵キ）。組合は、上記救済申立てを２

８．３．２３和解書締結後に取り下げているが（同５⑴イ）、

同和解書に基づく解決金を受領して、法人が使用者であると

の主張を含む上記救済申立てを取り下げたものとみるのが自

然であり、上記のとおり、同和解書は法人がＣ１社職員の労

組法上の使用者であることを確認したものではないから、法

人が、組合の主張どおりに労組法上の使用者であることを認

めてなお解決金をも支払ったとみるのは困難である。 

さらに、Ｃ１社の未払割増賃金について、組合は、同社と

の間で、支払方法などについて協議すること等を内容とする

２８．３．２３Ｃ１確認書を締結し（同３⑶ウ）、同社と団体

交渉を行って、同社から解決金を受領している（同５⑴エ及

びオ）。 

このような当時の状況からしても、法人が、２８．３．２

３和解書においてＣ１社の労働問題について解決金を支払う

約束をして、この解決金を支払ったからといって、Ｃ１社の

職員の労組法上の使用者として行ったということはできない。 

(ｲ) また、Ｃ１社の長時間労働の是正等に関する組合の要求に

ついてみると、同社の未払割増賃金については、組合が、平

成２７年１０月１７日、Ｃ１社に対し団体交渉を申し入れ、

同年１０月２３日及び同年１１月６日に同社と団体交渉を行

い、同社に未払を否認されたため、名古屋南労働基準監督署

に申告をしたところ（同３⑵ア）、同年１２月２２日、同署は、
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Ｃ１社に対し是正勧告を行い、同社は、割増賃金の不足額を

遡及して支払うことになった（同３⑵エ(ｱ)）。これについて、

組合は、法人に対し団体交渉を申し入れたところ、法人から、

労使関係にないとして団体交渉を拒否されたため（同３⑵エ

(ｲ)）、愛知県労委に救済申立てをしたが（同３⑵キ）、２８．

３．２３和解書を締結し１億円の解決金を受領して（同３⑶

イ）、平成２８年３月２９日に上記救済申立てを取り下げてい

る（同５⑴イ）。その一方で、組合は、Ｃ１社との間で、割増

賃金の不足額の支払方法などについて協議することなどを内

容とする２８．３．２３Ｃ１確認書を締結している（同３⑶

ウ）。このような経緯をみると、Ｃ１社の未払割増賃金につい

ては、基本的に組合と同社との間で協議を行うことになって

いたものといえる。 

  その後、Ｃ１社が、同年３月２８日、遡及払いについて提

案し、同年４月１６日の団体交渉において計算書を示したと

ころ、組合は、同社の提案を拒否し、同社の対応について、

法人のＢ１労務部長に不満を述べ、翌日、同部長が、Ｃ１社

の提案を組合に伝えたこと（同５⑴ウ）は認められる。この

ような経緯をみると、組合は、交渉相手であるＣ１社の対応

に不満がある都度、法人のＢ１労務部長に苦情を訴えており、

同部長がそれをＣ１社に伝え、さらにそれを踏まえた同社か

らの提案を組合に伝えることはあったものと推測されるが、

同部長は自身が連絡を受けた組合からの苦情に対し受動的に

取次ぎ等をしたにすぎず、同部長が、組合とＣ１社の協議に

積極的に介入したと評価するに足る事実は認められない。 

そして、Ｃ１社の未払割増賃金については、結局、組合は、

Ｃ１社と複数回の団体交渉を行って、同社が１２００万円の
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解決金を支払うことで同社と妥結しており（同５⑴エ及びオ）、

組合と同社の団体交渉によって解決されたものといえる。し

たがって、Ｃ１社の未払割増賃金について、法人が主導的に

解決を図ったとはいえない。 

なお、Ａ３分会の分会長に対する配置転換及び出勤停止処

分、Ａ２分会の書記長に対する残業差別などＣ１社の労使関

係を巡る問題について、法人が主導的に解決を図ったと評価

するに足りる証拠はない。 

(ｳ) 以上のとおりであるから、組合の上記主張を採用すること

はできない。 

ウ 組合は、法人が、指定事業体の一つとしてＣ１社を設立し、

職員を同社の役員として在籍出向させ、同社の業務や労働条件

について支配してきたと主張するが（前記第２の１⑴ウ(ｱ)）、Ｃ

１社が法人の指定事業体であり（前記第３の２⑴イ(ｱ)）、同社の

代表取締役が法人からの出向社員であったこと（同２⑴イ(ｴ)及

び５⑵カ）や、法人の職員がＣ１社の職員に対し日常の業務内

容についての指導や注意を行ったり、出勤時間等を通知してい

たこと（同２⑴ウ）は認められるとはいえ、それらのことをも

って直ちに法人がＣ１社職員の労働条件にとどまらず、その雇

用について現実的かつ具体的に支配していたと評価することは

できない。したがって、組合の上記主張を採用することはでき

ない。 

エ 組合は、法人とＣ１社の請負契約が偽装請負であったことは

別件地位確認訴訟判決で認定されていると主張するが（前記第

２の１⑴ウ(ｱ)）、そのような認定をした別件地位確認訴訟判決が

確定していることは認められるとはいえ、同判決ではＣ１社職

員の労働契約上の地位確認請求自体は棄却されているところ（前
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記第３の５⑵サ）、偽装請負の事実のみをもって直ちに法人がＣ

１社職員の雇用そのものについて現実的かつ具体的に支配して

いたとは評価することはできず、組合の上記主張を採用するこ

とはできない。 

⑸ 以上によれば、法人は、本件組合員の労組法上の使用者という

ことはできない。 

 

２ 結論 

したがって、その余の点について判断するまでもなく、法人が本

件団交申入れを拒否したことは、労組法第７条第２号の不当労働行

為には該当しないから、組合の再審査申立てには理由がない。 

 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並び

に労働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

令和６年５月８日 

中央労働委員会 

第二部会長   岩村 正彦  


